
議案第２０号

渋川市子持ふれあい館条例を廃止する条例を次のように制定する。

令和２年２月２８日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市子持ふれあい館条例を廃止する条例

渋川市子持ふれあい館条例（平成１８年渋川市条例第１７１号）は、廃止

する。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

理 由

渋川市子持ふれあい館を廃止するため、条例を廃止しようとするものであ

る。


